
 

1 

 

三重の木づかい条例案 R3.2.17Ver. 

溶け込み版 
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 附則 

 

 三重県は県土の約三分の二を森林が占め、優良な木材の産地として発展してきており、

県民は古くからその潤沢な森林資源の恵みを受けて、暮らしの中に息づく豊かな木の文

化を育んできた。 

 人に優しく、また、再生可能で二酸化炭素を貯蔵する機能を有するなど環境への負荷

が少ない資源である県産材をはじめとする木材（これを使用した木製品を含む。以下単

に「木材」という。）を利用することは、県土及び海洋を含めた自然環境の保全、地球温

暖化の防止等の森林の有する多面的機能の持続的な発揮につながるとともに、林業及び

木材産業の健全な発展による地域経済の活性化にも資するものであり、とりわけ県民の

健康で快適かつ豊かな暮らしの実現に寄与するものである。 

 しかしながら、高度経済成長期以降、人々の生活様式の変化等により、住宅をはじめ

とする様々な分野で木材に代わり他の素材等が使用され、木材利用は減少傾向にあり、

また、長期にわたって木材価格が低迷するなど、木材利用を取り巻く状況は深刻である。 

 一方で、近年、木材利用に係る技術の開発及び木材の新用途への活用が進むとともに、

木材が心身にもたらす好ましい効果についての研究成果が明らかにされてきており、ま

た、平成三十年の建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の改正により木造建築物

等に係る制限の合理化が図られるなど、木材利用の推進に向けた気運の高まりもみられ

る。 

 このような中、我々は、木材利用の意義を改めて認識し、県民一人一人の人生を豊か

なものにするためにも、県、市町等が整備する公共建築物等における木材利用とともに、

日常生活及び事業活動における住宅、社屋等への木材利用に積極的に取り組み、様々な

形で暮らしの中に木を取り入れることで、三重県において木の文化を継承し、発展させ

ていかなければならない。 

 ここに、我々は、三重の森林づくり条例（平成十七年三重県条例第八十三号）と相ま

って、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるとともに、林業及び木材産業の健

全な発展により地域経済を活性化させ、そして県民が健康で快適かつ豊かな暮らしを営

むことができるようにするため、県を挙げて木材利用の推進を図り、その中でも県産材

を最も優先して利用する「三重の木づかい」を進める社会を実現することを決意し、こ
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の条例を制定する。 

 

   第一章 総則 

 

 （目的） 

第一条 この条例は、木材利用の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明ら

かにするとともに、木材利用の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、

県民及び事業者の参加の下、木材利用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮並びに林業及び木材産業の健全な

発展による地域経済の活性化に資するとともに、県民の健康で快適かつ豊かな暮らし

の実現に寄与することを目的とする。 

 

 （定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 一 県産材 三重の森林づくり条例第二条第三号に規定する県産材（これを使用した

木製品を含む。）をいう。 

 二 木材利用 建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部（第十三条第一項にお

いて単に「主要構造部」という。）その他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、

製品の原材料等として木材を使用することをいう。 

 三 森林の有する多面的機能 森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の

保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能をいう。 

 四 公共建築物 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成二十二

年法律第三十六号。以下「公共建築物等木材利用促進法」という。）第二条第一項に

規定する公共建築物をいう。 

 五 森林所有者等 三重の森林づくり条例第二条第一号に規定する森林所有者等をい

う。 

 六 林業事業者 森林施業（造林、伐採その他の森林における施業をいう。）を行う者

をいう。 

 七 木材産業事業者 木材の加工又は流通の事業を行う者をいう。 

 八 建築関係事業者 建築物の設計又は施工の事業を行う者をいう。 

 九 教育関係者等 教育及び保育（以下この号及び第九条において「教育等」という。）

に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体をいう。 

 

 （基本理念） 

第三条 木材利用の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

 一 県産材の利用の拡大が三重の森林を守り、又は育てることに資することに鑑み、

三重の森林づくり条例と相まって、県産材の利用を最も優先して推進するとともに、
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森林資源の循環利用を図ることにより、本県の豊かな森林資源が次の世代に継承さ

れ、及び森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう行われること。 

 二 木材の輸送に係る二酸化炭素の排出量を抑制するよう消費地からできる限り近接

した地域にある森林から生産された木材の優先的な利用に努めること等により、環

境への負荷の低減に寄与するよう行われること。 

 三 林業及び木材産業の健全な発展が地域経済の活性化につながることに鑑み、木材

の経済的価値の向上が図られるよう行われること。 

 四 木材利用を積極的に行うことが県民の健康で快適かつ豊かな暮らしの実現につな

がることに鑑み、そのような暮らしの実現に資するよう木材の優れた特性を生かす

とともに、県民及び事業者の意識の高揚及び自発的な取組を推進するよう行われる

こと。 

 五 県、国、市町、森林所有者等、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者、

教育関係者等並びに県民及び事業者が相互に連携し、及び協力して効果的に行われ

ること。 

 

 （県の責務） 

第四条 県は、基本理念にのっとり、木材利用の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、森林所有者等、林業事業者、木材

産業事業者、建築関係事業者、教育関係者等並びに県民及び事業者との協働に努める

とともに、国との緊密な連携を図るものとする。 

 

 （森林所有者等の責務） 

第五条 森林所有者等は、基本理念にのっとり、多様な需要に応じた良質な県産材の供

給に資するようその森林の適切な整備及び保全に積極的に努めるとともに、県が実施

する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

 （林業事業者の責務） 

第六条 林業事業者は、基本理念にのっとり、森林の適切な整備及び保全、多様な需要

に応じた良質な県産材の供給並びに人材の育成に積極的に努めるとともに、県が実施

する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

 （木材産業事業者の責務） 

第七条 木材産業事業者は、基本理念にのっとり、多様な需要に応じた木材の有効利用、

安定的な供給及び品質確保の推進並びに新用途の開発、その供給する木材に関する正

確かつ適切な情報の提供、加工技術の継承及び一層の向上並びに人材の育成に積極的

に努めるとともに、県が実施する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努める

ものとする。 
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 （建築関係事業者の責務） 

第八条 建築関係事業者は、基本理念にのっとり、木材に係る知識の習得、木材の活用

及び普及、木造建築技術の継承及び一層の向上並びに人材の育成に積極的に努めると

ともに、県が実施する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

 （教育関係者等の責務） 

第九条 教育関係者等は、基本理念にのっとり、森林環境教育及び木育（以下「森林教

育」と総称する。）の推進、そのための人材の育成並びに他の森林教育の推進に関する

活動を行う者との連携に努めるとともに、その関係する教育等に係る施設において木

材利用に積極的に努めるものとする。 

 

 （県民及び事業者の責務） 

第十条 県民及び事業者は、基本理念にのっとり、木材利用の意義について理解を深め、

その日常生活及び事業活動を通じて木材利用に積極的に努めるとともに、県が実施す

る木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（県と市町との協働） 

第十一条 県は、市町が木材利用の推進に重要な役割を有していることに鑑み、基本理

念を踏まえつつ、県とともに公共建築物等木材利用促進法第四条に規定する責務を十

全に果たすことができるよう、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、

木材利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するとともに、その整備する公共建

築物等において木材利用に積極的に努めることを求めるものとする。 

２ 県は、市町が実施する木材利用の推進に関する施策の策定及び実施を支援するため、

情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

   第二章 木材利用方針 

 

第十二条 知事は、木材利用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

木材利用方針を定めるものとする。この場合において、木材利用方針は、公共建築物

等木材利用促進法第八条第一項に規定する県の区域内の公共建築物における木材の利

用の促進に関する方針として定めるものとする。 

２ 前項の木材利用方針（以下単に「木材利用方針」という。）においては、公共建築物

等木材利用促進法第八条第二項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

 一 木材利用の推進に関する目標（県が整備する公共建築物における木材利用の目標

を除く。） 

 二 木材利用の推進を図るために必要な施策に関する基本的事項 
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 三 森林教育、木材利用の推進に係る普及啓発等に関する基本的事項 

 四 その他木材利用の推進に関し必要な事項 

３ 木材利用方針を定めるに当たっては、県産材の利用を最も優先して推進することを

基本とするものとする。 

４ 木材利用方針において定める公共建築物等木材利用促進法第八条第二項第二号の目

標については、定量的に定めるよう努めなければならない。 

５ 知事は、木材利用方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

６ 知事は、毎年一回、木材利用方針に基づく施策の実施状況について議会に報告する

とともに、これを公表しなければならない。 

 

   第三章 基本的施策 

 

 （県の率先利用） 

第十三条 県は、その整備する公共建築物において、木材利用方針で定めるところによ

り、原則として県産材を使用し、木造化（建築物の新築、増築又は改築に当たり、主

要構造部の全部又は一部に木材を使用することをいう。）又は木質化（建築物の新築、

増築、改築又は模様替に当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分又は外壁

等の屋外に面する部分に木材を使用することをいう。）を行うものとする。 

２ 県は、その整備する工作物及び調達する物品において、自ら率先して県産材の利用

に努めなければならない。 

 

 （木材利用の推進） 

第十四条 県は、木材利用の推進を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

 一 県以外の者が整備する公共建築物における木材利用の推進に関すること。 

 二 公共建築物以外の建築物における木材利用の推進に関すること。 

 三 建築物以外の分野における木材利用の推進に関すること。 

 四 木材利用の推進に関する研究及びその成果、技術等の普及に関すること。 

 五 木材利用の推進に寄与する森林所有者等、林業事業者、木材産業事業者、建築関

係事業者及び教育関係者等の人材の育成及び確保に関すること。 

 六 県産材の魅力の向上の促進及び県産材の国内外への販路拡大に関すること。 

 

 （森林教育、普及啓発等） 

第十五条 県は、森林教育、普及啓発等の積極的な実施を通じて、木材利用の推進に関

する県民及び事業者の理解を深めるとともに、木材利用の推進に向けた県民及び事業

者の気運の醸成に努めなければならない。 
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 （顕彰） 

第十六条 県は、木材利用の推進に関し特に優れた取組を行った者の顕彰に努めなけれ

ばならない。 

 

   第四章 施策の推進 

 

 （体制の整備） 

第十七条 県は、木材利用の推進に関する取組の円滑かつ効果的な実施を図るため、国、

市町、森林所有者等、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者、教育関係者等

並びに県民及び事業者との協議の場を設けるなど、県及びこれらの者が相互に連携し、

及び協力することができる体制の整備に努めなければならない。 

２ 県は、木材利用の推進に関する施策を県の部局等の枠を超えて総合的かつ計画的に

推進するために必要な体制の整備に努めなければならない。 

 

 （財政上の措置） 

第十八条 県は、木材利用の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十二条の規定は、同年十

月一日から施行する。 

 

 （経過措置） 

２ この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間に

おける第十三条第一項の規定の適用については、同項中「木材利用方針」とあるのは、

「公共建築物等木材利用促進法第八条第一項の規定に基づく県の区域内の公共建築物

における木材の利用の促進に関する方針」とする。 
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見え消し版 
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 前文 

 第一章 総則（第一条―第十一十二条） 

 第二章 木材利用方針（第十二十三条） 

 第三章 基本的施策（第十三十四条―第十六十七条） 

 第四章 施策の推進（第十七十八条・第十八十九条） 

 附則 

 

 三重県は県土の約三分の二を森林が占め、優良な木材の産地として発展してきており、

県民は古くからその潤沢な森林資源の恵みを受けて、暮らしの中に息づく豊かな木の文

化を育んできた。 

 人に優しく、また、再生可能で二酸化炭素を貯蔵する機能を有するなど環境への負荷

が少ない資源である県産材をはじめとする木材（これを使用した木製品を含む。以下単

に「木材」という。）を利用することは、県土及び海洋を含めた自然環境の保全、地球温

暖化の防止等の森林の有する多面的機能の持続的な発揮につながるとともに、林業及び

木材産業の健全な発展による地域経済の活性化にも資するものであり、とりわけ究極的

には県民の健康で快適かつで豊かな暮らしの実現に寄与するものである。 

 しかしながら、高度経済成長期以降、人々の生活様式の変化等により、住宅をはじめ

とする様々な分野で木材に代わり他の素材等が使用され、木材利用は減少傾向にあり、

また、長期にわたって木材価格が低迷するなど、木材利用を取り巻く状況は深刻である。 

 一方で、近年、木材利用に係る技術の開発及び木材の新用途への活用が進むとともに、

木材が心身にもたらす好ましい効果についての研究成果が明らかにされてきており、ま

た、平成三十年の建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の改正により木造建築物

等に係る制限の合理化が図られるなど、木材利用の推進に向けた気運の高まりもみられ

る。 

 このような中、我々は、木材利用の意義を改めて認識し、県民一人一人の人生を豊か

なものにするためにも、県、市町等が整備する公共建築物等における木材利用とともに、

日常生活及び事業活動における住宅、社屋等への木材利用に積極的に取り組み、様々な

形で暮らしの中に木を取り入れることで、三重県において木の文化を継承し、発展させ

ていかなければならない。 

 ここに、我々は、三重の森林づくり条例（平成十七年三重県条例第八十三号）と相ま

って、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるとともに、林業及び木材産業の健

全な発展により地域経済を活性化させ、そして県民が健康で快適かつで豊かな暮らしを

営むことができるようにするため、県を挙げて木材利用の推進を図り、木材を優先して

利用し、その中でも県産材を最も優先して利用する「三重の木づかい」を進める社会を

実現することを決意し、この条例を制定する。 
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   第一章 総則 

 

 （目的） 

第一条 この条例は、木材利用の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明ら

かにするとともに、木材利用の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、

県民及び事業者の参加の下、木材利用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮並びに林業及び木材産業の健全な

発展による地域経済の活性化に資するとともに、県民の健康で快適かつで豊かな暮ら

しの実現に寄与することを目的とする。 

 

 （定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 一 県産材 三重の森林づくり条例第二条第三号に規定する県産材（これを使用した

木製品を含む。）をいう。 

 二 木材利用 建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部（第十三十四条第一項

において単に「主要構造部」という。）その他の建築物の部分の建築材料、工作物の

資材、製品の原材料等として木材を使用することをいう。 

 三 森林の有する多面的機能 森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の

保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能をいう。 

 四 公共建築物 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成二十二

年法律第三十六号。以下「公共建築物等木材利用促進法」という。）第二条第一項に

規定する公共建築物をいう。 

 五 森林所有者等 三重の森林づくり条例第二条第一号に規定する森林所有者等をい

う。 

 六 林業事業者 森林施業（造林、伐採その他の森林における施業をいう。）を行う者

をいう。 

 七 木材産業事業者 木材の加工又は流通の事業を行う者をいう。 

 八 建築関係事業者 建築物の設計又は施工の事業を行う者をいう。 

 九 教育関係者等 教育及び保育（以下この号及び第九十一条において「教育等」と

いう。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体を

いう。 

 

 （基本理念） 

第三条 木材利用の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

 一 県産材の利用の拡大が三重の森林を守り、又は育てることに資することに鑑み、

三重の森林づくり条例と相まって、県産材の利用を最も優先して推進するとともに、
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森林資源の循環利用を図ることにより、本県の豊かな森林資源が次の世代に継承さ

れ、及び森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう行われること。 

 二 木材の輸送に係る二酸化炭素の排出量を抑制するよう消費地からできる限り近接

した地域にある森林から生産された木材の優先的な利用に努めること等により、環

境への負荷の低減に寄与するよう行われること。 

 三 林業及び木材産業の健全な発展が地域経済の活性化につながることに鑑み、木材

の経済的価値の向上が図られるよう行われること。 

 四 木材利用を積極的に行うことが県民の健康で快適かつで豊かな暮らしの実現につ

ながることに鑑み、そのような暮らしの実現に資するよう木材の優れた特性を生か

すとともに、県民及び事業者の意識の高揚及び自発的な取組を推進するよう行われ

ること。 

 五 県、国、市町、森林所有者等、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者、

教育関係者等並びに県民及び事業者が相互に連携し、及び協力して効果的に行われ

ること。 

 

 （県の責務） 

第四条 県は、基本理念にのっとり、木材利用の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、森林所有者等、林業事業者、木材

産業事業者、建築関係事業者、教育関係者等並びに県民及び事業者との協働に努める

とともに、国及び市町との緊密な連携を図るものとする。 

 

 （市町の責務） 

第五条 市町は、木材利用の推進に重要な役割を有していることに鑑み、基本理念にの

っとり、県、森林所有者等、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者、教育関

係者等並びに県民及び事業者と連携し、その地域の特性に応じて、木材利用の推進に

関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

２ 市町は、その整備する公共建築物等において、木材利用に積極的に努めるものとす

る。 

 

 （市町に対する支援） 

第六条 県は、市町が実施する木材利用の推進に関する施策の策定及び実施を支援する

ため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （森林所有者等の責務） 

第五七条 森林所有者等は、基本理念にのっとり、多様な需要に応じた良質な県産材の

供給に資するようその森林の適切な整備及び保全に積極的に努めるとともに、県が実

施する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
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 （林業事業者の責務） 

第六八条 林業事業者は、基本理念にのっとり、森林の適切な整備及び保全、多様な需

要に応じた良質な県産材の供給並びに及び人材の育成に積極的に努めるとともに、県

が実施する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

 （木材産業事業者の責務） 

第七九条 木材産業事業者は、基本理念にのっとり、多様な需要に応じた木材の有効利

用、安定的な供給及び品質確保の推進並びに新たな用途の開発、その供給する木材に

関する正確かつ適切な情報の提供、加工技術の継承及び一層の向上並びに人材の育成

に積極的に努めるとともに、県が実施する木材利用の推進に関する施策に協力するよ

う努めるものとする。 

 

 （建築関係事業者の責務） 

第八十条 建築関係事業者は、基本理念にのっとり、木材に係る知識の習得、木材の活

用及び普及、木造建築技術の継承及び一層の向上並びに人材の育成に積極的に努める

とともに、県が実施する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

 

 （教育関係者等の責務） 

第九十一条 教育関係者等は、基本理念にのっとり、森林環境教育及び木育（以下「森

林教育」と総称する。）の推進、そのための人材の育成並びに他の森林教育の推進に関

する活動を行う者との連携に努めるとともに、その関係する教育等に係る施設におい

て、木材利用に積極的に努めるものとする。 

 

 （県民及び事業者の責務） 

第十十二条 県民及び事業者は、基本理念にのっとり、木材利用の意義について理解を

深め、その日常生活及び事業活動を通じて木材利用に積極的に努めるとともに、県が

実施する木材利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（県と市町との協働） 

第十一条 県は、市町が木材利用の推進に重要な役割を有していることに鑑み、基本理

念を踏まえつつ、県とともに公共建築物等木材利用促進法第四条に規定する責務を十

全に果たすことができるよう、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、

木材利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するとともに、その整備する公共建

築物等において木材利用に積極的に努めることを求めるものとする。 

２ 県は、市町が実施する木材利用の推進に関する施策の策定及び実施を支援するため、
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情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

   第二章 木材利用方針 

 

第十二十三条 知事は、木材利用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、木材利用方針を定めるものとする。この場合において、木材利用方針は、公共

建築物等木材利用促進法第八条第一項に規定する県の区域内の公共建築物における木

材の利用の促進推進に関する方針として定めるものとする。 

２ 前項の木材利用方針（以下単に「木材利用方針」という。）においては、公共建築物

等木材利用促進法第八条第二項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

 一 木材利用の推進に関する目標（県が整備する公共建築物における木材利用の目標

を除く。） 

 二 木材利用の推進を図るために必要な施策に関する基本的事項 

 三 森林教育、木材利用の推進に係る普及啓発等に関する基本的事項 

 四 その他木材利用の推進に関し必要な事項 

３ 木材利用方針を定めるに当たっては、県産材の利用を最も優先して推進することを

基本とするものとする。 

４ 木材利用方針において定める公共建築物等木材利用促進法第八条第二項第二号の目

標については、定量的に定めるよう努めなければならない。 

５ 知事は、木材利用方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

６ 知事は、毎年一回、木材利用方針に基づく施策の実施状況について議会に報告する

とともに、これを公表しなければならない。 

 

   第三章 基本的施策 

 

 （県の率先利用） 

第十三十四条 県は、その整備する公共建築物において、木材利用方針で定めるところ

により、原則として県産材を使用し、木造化（建築物の新築、増築又は改築に当たり、

主要構造部の全部又は一部に木材を使用することをいう。）又は木質化（建築物の新築、

増築、改築又は模様替に当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分又は外壁

等の屋外に面する部分に木材を使用することをいう。）を行うものとする。 

２ 県は、その整備する工作物及び調達する物品において、自ら率先して県産材の利用

に努めなければならない。 

 

 （木材利用の推進） 

第十四十五条 県は、木材利用の推進を図るため、次に掲げる事項について必要な措置
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を講ずるよう努めなければならない。 

 一 県以外の者が整備する公共建築物における木材利用の推進に関すること。 

 二 公共建築物以外の建築物における木材利用の推進に関すること。 

 三 建築物以外の分野における木材利用の推進に関すること。 

 四 木材利用の推進に関する研究及びその成果、技術等の普及に関すること。 

 五 木材利用の推進に寄与する森林所有者等、林業事業者、木材産業事業者、建築関

係事業者及び教育関係者等の人材の育成及び確保に関すること。 

 六 県産材の魅力の向上の促進及び県産材の国内外への販路拡大に関すること。 

 

 （森林教育、普及啓発等） 

第十五十六条 県は、森林教育、普及啓発等の積極的な実施を通じて、木材利用の推進

に関する県民及び事業者の理解を深めるとともに、木材利用の推進に向けた県民及び

事業者の気運の醸成に努めなければならない。 

 

 （顕彰） 

第十六十七条 県は、木材利用の推進に関し特に優れた取組を行った者のを顕彰にする

よう努めなければならない。 

 

   第四章 施策の推進 

 

 （体制の整備） 

第十七十八条 県は、木材利用の推進に関する取組の円滑かつ効果的な実施を図るため、

国、市町、森林所有者等、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者、教育関係

者等並びに県民及び事業者との協議の場を設けるなど、県及びこれらの者が相互に連

携し、及び協力することができる体制の整備に努めなければならないるものとする。 

２ 県は、木材利用の推進に関する施策を県の部局等の枠を超えて総合的かつ計画的に

推進するために必要な体制の整備に努めなければならないるものとする。 

 

 （財政上の措置） 

第十八十九条 県は、木材利用の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十二十三条の規定は、同

年十月一日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間に

おける第十三条第一項の規定の適用については、同項中「木材利用方針」とあるのは、

「公共建築物等木材利用促進法第八条第一項の規定に基づく県の区域内の公共建築物

における木材の利用の促進に関する方針」とする。 


